
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （注）加算率は訪問介護の例を記載。 

 加算Ⅳ 
17.0％ 

加算Ⅲ 
20.7％ 

加算Ⅱイ 
24.9％ 

加算Ⅰイ 
27.0％ 

 

共通 
・加算Ⅳ相当額の２分の１以上を月額賃金で配分 
・賃金体系の整備及び研修の実施等 （キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ） 

 

職場環境の改善 ※1 〇 〇 ◎ ◎ 

昇給の仕組み ※2  〇 〇 〇 

改善後の賃金 年額 440 万円 ※3   〇 〇 

経験・技能のある介護職員 ※4    〇 

 

令和８年度 
特例要件 ※5 

 

 
※1 28 項目から選択。〇：7項目以上を実施。 ◎：13項目以上を実施し、かつ、取組みの見える化を実施。 
※2 資格や勤続年数等に応じて昇給の仕組みの整備。（キャリアパス要件Ⅲ） 
※3 改善後の賃金年額 440万円以上が 1人以上。 （キャリアパス要件Ⅳ） 
※4 経験・技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置。 （キャリアパス要件Ⅴ） 
※5 令和 8年度特例要件：以下のア～ウにいずれかを満たすこと。 
   ア）訪問、通所サービス等：ケアプランデータ連携システムを利用（※） 
   イ）施設サービス等：生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを取得（※） 
   ※事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用又は取得の誓約で算定可能とする。 
   ウ）社会福祉連携推進法人に所属していること。 
 

 

  
相談内容例     
・加算の概要がわからない。 

・誰にどう配分すれば良いのかわからない 

・職場環境等要件の取り組み内容 

・就業規則、賃金規程の変更方法 

・無理のない定期昇給の仕組み作り 

 
     
１事業所あたり最大３回程度訪問  
１回の支援 ⇒ １時間３０分 程度 

相談回数・時間 

相談費用 
 

令和８年度 鳥取県委託事業 「介護職員等処遇改善加算取得相談窓口設置事業」 

 専門家（社会保険労務士）が事業所に直接訪問し、制度概要の説明から相談アドバイスを事業所の状況に

合わせてご対応させていただきます。この機に、しっかりとした整備を行ってはいかがでしょう！ 

生産性向上や協同化の取組 

 

要件に応じてより上位の加算に 
介護職員等処遇改善加算

は、事業所内で柔軟に配分

することが可能！！ 

公益財団法人介護労働安定センター鳥取支部  ＴＥＬ：0857-21-6571 ＦＡＸ：0857-21-6572 



 

 

 

令和８年度 鳥取県委託事業 「介護職員等処遇改善加算取得相談窓口設置事業」 

無 料 相 談 申 込 票 

法人名  

事業所名  

加算届出 

区分 

※処遇改善加算の届出で該当するものを〇で囲んで下さい。 

・加算Ⅰ   ・加算Ⅱ   ・加算Ⅲ   ・加算Ⅳ   ・加算未届出 
  

所在地 

〒        ー 

 

ＴＥＬ：       －      －         ＦＡＸ：       －      －         

役職  氏名  

ｻｰﾋﾞｽの種類  

相談内容 

 

希望相談 

日時 

第１希望        月      日  （      ：       ～      ：        ） 

第２希望        月      日  （      ：       ～      ：        ） 

第３希望        月      日  （      ：       ～      ：        ） 
  

【個人情報の取り扱いについて】 
「無料相談申込票」に記載された内容については、当センターの個人情報管理規程に従い厳重に管理し、相談、支部職員による日程調整、内容確認、 

各種講習会のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたしません。 

 

【実施決定欄】                                  センター使用欄 

コンサルタント氏名 実施日時 実施場所 立会職員 

 
    年    月    日 

（   ：    ～    ：    ） 

  

 

FAX：０857―21―6572 
【申込日】 

年  月  日 


